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平成２８年第４回竹原市議会定例会会議録 

 

平成２８年第４回竹原市議会定例会日程 

 

  日  程   議案番号     件          名 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 議案第４８号 竹原市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第 ４ 議案第４９号 竹原市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第 ５ 議案第５０号 竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同

意を求めることについて 

 日程第 ６ 議案第５１号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ７ 議案第５２号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ８ 議案第５３号 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び広島県市町総合事務組合規約の変更について 

 日程第 ９ 議案第５４号 竹原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数に関する条例案 

 日程第１０ 議案第５５号 地方自治法第２０７条等の実費弁償に関する条例の一部を

改正する条例案 

 日程第１１ 議案第５６号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１２ 議案第５７号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案 

 日程第１３ 議案第５８号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案 

 日程第１４ 議案第５９号 竹原市税条例等の一部を改正する条例案 

 日程第１５ 議案第６０号 竹原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 
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 日程第１６ 議案第６１号 竹原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１７ 議案第６２号 平成２８年度竹原市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第１８ 議案第６３号 平成２８年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第１９ 議案第６４号 平成２８年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第２０ 議案第６５号 平成２８年度竹原市水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第２１ 一般質問 

 日程第２２ 議員派遣について 

 日程第２３ 閉会中継続審査（調査）について（２常任委員会） 
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平成２８年第４回竹原市議会定例会議事日程 第１号 

平成２８年１２月６日（火） 午前１０時開会 

 会議に付した事件 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 議案第４８号 竹原市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第 ４ 議案第４９号 竹原市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

 日程第 ５ 議案第５０号 竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同

意を求めることについて 

 日程第 ６ 議案第５１号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ７ 議案第５２号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ８ 議案第５３号 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び広島県市町総合事務組合規約の変更について 

 日程第 ９ 議案第５４号 竹原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数に関する条例案 

 日程第１０ 議案第５５号 地方自治法第２０７条等の実費弁償に関する条例の一部を

改正する条例案 

 日程第１１ 議案第５６号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１２ 議案第５７号 竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案 

 日程第１３ 議案第５８号 竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例案 

 日程第１４ 議案第５９号 竹原市税条例等の一部を改正する条例案 

 日程第１５ 議案第６０号 竹原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 日程第１６ 議案第６１号 竹原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例案 
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 日程第１７ 議案第６２号 平成２８年度竹原市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第１８ 議案第６３号 平成２８年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第１９ 議案第６４号 平成２８年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第２０ 議案第６５号 平成２８年度竹原市水道事業会計補正予算（第１号） 
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平成２８年１２月６日開会 

  （平成２８年１２月６日） 

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 今  田  佳  男 出 席 

２ 竹  橋  和  彦 出 席 

３ 山  元  経  穂 出 席 

４ 高  重  洋  介 出 席 

５ 堀  越  賢  二 出 席 

６ 川  本     円 出 席 

７ 井  上  美 津 子 出 席 

８ 大  川  弘  雄 出 席 

９ 道  法  知  江 出 席 

１０ 宮  原  忠  行 出 席 

１１ 北  元     豊 出 席 

１２ 宇  野  武  則 出 席 

１３ 松  本     進 出 席 

１４ 脇  本  茂  紀 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   西 口 広 崇 

    議会事務局次長     住 田 昭 徳 
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 吉 田   基 出 席 

副    市    長 細 羽 則 生 出 席 

教    育    長 竹 下 昌 憲 出 席 

総 務 部 長 谷 岡   亨 出 席 

企 画 振 興 部 長 中 川 隆 二 出 席 

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席 

福 祉 部 長 今 榮 敏 彦 出 席 

建 設 部 長 有 本 圭 司 出 席 

教育委員会教育次長 久 重 雅 昭 出 席 

公 営 企 業 部 長 谷 岡   亨 出 席 

農業委員会事務局長 桶 本 哲 也 出 席 

選挙管理委員会事務局長 広 近 隆 幸 出 席 
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              午前９時５８分 開会 

議長（道法知江君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより平成

２８年第４回竹原市議会定例会を開会致します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 この際，諸般の報告を致します。 

 まず，監査委員より平成２８年８月から平成２８年１０月分までの例月出納検査結果の

報告がありましたので，その写しをお手元に配付しておきましたから，御了承願います。 

 次に，議長において受理致しております陳情書等につきましては，陳情書等受理状況一

覧表としてお手元に配付しておきましたので，御了承願います。 

 次に，議案の説明員として市長並びに説明の委任を受けた者の出席を地方自治法第１２

１条の規定により求めておりますので，報告致します。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程に入る前に先立ち，吉田市長から挨拶並びに議案総括説明がありますので，これを

許します。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 本日平成２８年第４回竹原市議会定例会が開かれるに当たりまし

て，御挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様におかれましては，お忙しい中御出席を頂き，まことにありがたくお礼を申

し上げます。 

 今次定例会におきましては，竹原市教育委員会委員の任命に関するものが１件，竹原市

公平委員会委員の選任に関するものが１件，竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任に

関するものが１件，人権擁護委員の推薦に関するものが２件，一部事務組合の規約の変更

等に関するものが１件，条例の制定及び改正に関するものが８件，補正予算に関するもの

が４件，合わせまして１８件の御審議をお願いするものであります。 

 諸議案の概要と致しましては，まず人事案件として，任期満了を迎える竹原市教育委員

会委員１名につきまして，引き続き同氏を任命致したいと考え，議会の同意を求めるも

の，任期満了を迎える竹原市公平委員会委員１名につきまして，引き続き同氏を選任致し

たいと考え，議会の同意を求めるもの，任期満了を迎える竹原市固定資産評価審査委員会
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委員１名につきまして，新たに木村氏を選任したいと考え，議会の同意を求めるもの，任

期満了を迎える人権擁護委員２名につきまして，新たに井上氏及び丹下氏を推薦致したい

と考え，議会の意見を求めるものとなっております。 

 次に，一部事務組合に関する案件としましては，広島県市町総合事務組合からの山県郡

西部衛生組合の脱退及びそれに伴う規約の変更に関するものとなっております。 

 次に，条例の制定及び改正に関する案件としましては，農業委員会等に関する法律の改

正に伴い，農業委員会委員及び新設された農地利用最適化推進委員の定数等を定めるも

の，地方税法等の改正に伴い，延滞金の計算方法の見直し並びに市民税及び国民健康保険

税に係る特例適用利子等の課税の特例を定めるもの，公職選挙法施行令の改正に伴い，国

政選挙の公費負担の限度額が引き上げられたこと等を踏まえ，市議会議員及び市長選挙の

公費負担額を改定するものとなっております。 

 また，これらに加え，平成２８年度の人事院勧告を考慮して，職員の給料月額並びに勤

勉手当及び扶養手当の額等を改定するとともに，それに合わせて市議会議員及び特別職の

期末手当の支給割合を改定するものとなっております。 

 こうした中で，本市職員の給与の状況につきましては，これまでも御意見等を頂く中

で，給与制度のあるべき姿について検討を行ってまいりました。 

 現在，これらについて職員団体と協議等を進めているところであり，引き続き本市の給

与制度の見直しに向け，取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に，補正予算につきましては，人事異動及び給与改定等に伴う人件費の調整，ふるさ

と納税の返礼品の購入，放課後児童クラブ指導員の増員，農地基本台帳システムの整備，

文化財の修理修景に係る助成などに要する経費を計上することとしているほか，国の第２

次補正予算により措置された財源を活用した事業として臨時福祉給付金の支給や市営住宅

の改修，公共下水道に係る面整備等に要する費用を計上し，これらの国の財源を活用した

事業をはじめとして，年度内完了が困難な事業については，繰り越すこととしているもの

であります。また，水道事業につきましては，さきの水道料金の改定に伴い，水道使用料

の増額等を行うものであります。 

 各議案の詳細につきましては，この後，各担当から御説明申し上げますが，議員各位に

おかれましては，何卒慎重に御審議頂いた上，適切な御決定を賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（道法知江君） これより日程に入ります。 
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         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 

議長（道法知江君） 日程第１，会議録署名議員の指名について議題と致します。 

 会議録署名議員は，会議規則第８８条の規定により，議長において１３番松本進議員，

２番竹橋和彦議員を指名致します。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 

議長（道法知江君） 日程第２，会期の決定について議題と致します。 

 お諮り致します。 

 今期定例会の会期は，本日から１２月２０日までの１５日間と致したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，会期は本日から１２月２０日まで

の１５日間と決定致します。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第３ 

議長（道法知江君） 日程第３，議案第４８号竹原市教育委員会委員の任命につき議会の

同意を求めることについてを議題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書の１ページ，補足説明書の３ページをお開きください。 

 本案は，竹原市教育委員会委員のうち浅野稔委員が平成２９年１月３１日をもって任期

満了となりますので，その後任委員として引き続き同氏を選任致したいと考え，地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により，議会の同意を求めるもので

あります。 

 浅野氏は，昭和５９年に金沢医科大学を卒業後，広島大学第二内科をはじめ，北九州市

や三原市の医療機関に勤務された後，平成７年から地元竹原市にて医療法人社団浅野内科

医院に勤務され，地元小学校の学校医や保育園，福祉施設の園医などのほか，竹原市介護
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認定審査会委員をはじめ各種委員を務められております。 

 人格高潔にして，学校医として児童の健康について深い識見を有されており，教育委員

会委員として適任であると考えるものであります。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結致します。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略致したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結致します。 

 これより起立により採決致します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 全員起立であります。よって，本案は原案のとおり同意することに

決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 

議長（道法知江君） 日程第４，議案第４９号竹原市公平委員会委員の選任につき議会の

同意を求めることについてを議題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 
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総務部長（谷岡 亨君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書の３ページ，補足説明書の４ページをお開きください。 

 本案は，竹原市公平委員会委員のうち田中豊年委員が平成２９年１月３０日をもって任

期満了となりますので，その後任委員として同氏を引き続き選任致したいと考え，地方公

務員法第９条の２第２項の規定により，議会の同意を求めるものであります。 

 公平委員は，３名の委員により構成され，職員の勤務条件に関する措置の要求を審査

し，判定し，必要な措置をとることなどを主な任務としております。 

 田中氏は，昭和４５年に広島中央郵便局に入局され，平成２０年に退職されるまでの

間，呉郵便局をはじめ，主に県内の郵便局で総務課長を歴任され，郵便事業株式会社では

広支店支店長を務められ，人事，行政等に深い識見を有されており，公平委員会委員とし

て適任であると考えるものであります。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結致します。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略致したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結致します。 

 これより起立により採決致します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
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              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり同意することに

決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第５ 

議長（道法知江君） 日程第５，議案第５０号竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任

につき議会の同意を求めることについてを議題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書の５ページ，補足説明書の５ページをお開きください。 

 本案は，竹原市固定資産評価審査委員会委員のうち岡東なち子委員が平成２９年３月６

日をもって任期満了となりますので，その後任委員として木村健二氏を選任致したいと考

え，地方税法４２３条第３項の規定により，議会の同意を求めるものであります。 

 固定資産評価審査委員会は，３名の委員により構成され，固定資産課税台帳に登録され

た事項に関する不服を審査決定するため設置されております。 

 木村氏は，昭和５１年に広島国税局に採用され，平成２４年に退職されるまでの間，主

に県内の税務署において国税債権管理事務及び国税徴収事務に従事されていることから，

税務に関し深い識見を持っておられ，固定資産評価審査委員会委員として適任であると考

えるものであります。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結致します。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略致したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結致します。 

 これより起立により採決致します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり同意することに

決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第６・日程第７ 

議長（道法知江君） 日程第６，議案第５１号及び日程第７，議案第５２号人権擁護委員

の推薦につき議会の意見を求めることについての２件を一括議題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書の７ページ，補足説明書の６ページをお開きください。 

 本案は，竹原市の区域から選出されております人権擁護委員のうち大川正憲委員が平成

２９年３月３１日をもって任期満了となりますので，その後任委員として井上節道氏を推

薦致したいと考え，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるもの

であります。 

 井上氏は，忠海西小学校ＰＴＡ会長，忠海中学校ＰＴＡ会長，広島県少年指導協助員を

歴任されるなど，地域社会の実情に通じ，住民の信望も厚く，常に住民の福祉の向上のた

め熱意を持って活躍されており，人権擁護委員として適任であると考えるものでありま

す。 

 次に，議案書の９ページ，補足説明書の７ページをお開きください。 
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 本案は，竹原市の区域から選出されております人権擁護委員のうち森川愛子委員が平成

２９年３月３１日をもって任期満了となりますので，その後任委員として丹下成子氏を推

薦致したいと考え，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるもの

であります。 

 丹下氏は，朗読ボランティアグループ「しおさい」に所属され，視覚障害者のための録

音図書の制作活動に取り組まれるなど，常に温かい人間性を基調とした深い理解と愛情を

持って，住民の福祉の向上のため熱意を持って活躍されており，地域社会の実情に通じ，

住民の信望も厚く，人権擁護委員として適任であると考えるものであります。どうぞよろ

しくお願い致します。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 ただいま一括議題となっております２件につきまして，これより一括質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって一括質疑を終結致します。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略致したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより分離し，順次討論，採決致します。 

 議案第５１号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて，これより討

論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結致します。 

 これより起立により採決致します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 
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議長（道法知江君） 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第５２号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて，これより討

論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結致します。 

 これより起立により採決致します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第８～日程第２０ 

議長（道法知江君） 日程第８，議案第５３号広島県市町総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更についてから日程第２０，議案

第６５号平成２８年度竹原市水道事業会計補正予算（第１号）までの１３件を一括して議

題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第５３号，議案第

５６号から議案第６０号まで，議案第６２号から議案第６５号までの１０議案につきまし

て御説明申し上げます。 

 議案書の１１ページ，補足説明書の８ページをお開きください。 

 議案第５３号広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市

町総合事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 

 本案は，地方自治法第２８６条第１項の規定により，関係地方公共団体と協議の上，広

島県市町総合事務組合から山県郡西部衛生組合が脱退すること及び広島県市町総合事務組

合規約を変更することについて同法第２９０条の規定により，議会の議決を求めるもので
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あります。 

 規約の変更の内容につきましては，組合を組織する地方公共団体のうち，山県郡西部衛

生組合を削るものであります。 

 次に，議案書の２１ページ，補足説明書の１１ページをお開きください。 

 議案第５６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申

し上げます。 

 本案は，人事院の平成２８年８月８日付の給与改定に関する勧告等を考慮して，職員の

給料月額等を改定するものであります。 

 本年度においては，若年層を中心とした広い範囲の俸給表の引き上げ，勤勉手当の支給

率の引き上げ及び扶養手当の見直しなどについて人事院から勧告されております。 

 本市職員の給与改定について検討した結果，国及び近隣自治体の状況を鑑み，人事院の

勧告に沿って給料表を改定するとともに，勤勉手当の支給率を引き上げるほか，扶養手当

について見直しを行うこととするものであります。 

 次に，議案書の２９ページ，補足説明書の１２ページをお開きください。 

 議案第５７号竹原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，さきに御説明致しました議案第５６号の本市一般職員の給与改定を実施するこ

とに合わせ，期末手当の支給率について，現行年間支給割合４．２月分を４．３月分に改

正するものであります。 

 次に，議案書の３３ページ，補足説明書の１３ページをお開きください。 

 議案第５８号竹原市特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。 

 本案は，さきに御説明致しました議案第５６号の本市一般職員の給与改定を実施するこ

とに合わせ，期末手当の支給率について，現行年間支給割合４．２月分を４．３月分に改

正するものであります。 

 次に，議案書の３７ページ，補足説明書の１４ページをお開きください。 

 議案第５９号竹原市税条例等の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，地方税法等の一部が改正され，延滞金に係る期間計算の見直し及び特例適用利

子等に係る課税の特例が定められたことに伴い，必要な規定を整備するものであります。 

 主な改正の内容と致しましては，まず市民税について，期限内申告書または期限後申告
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書が提出され，これにより納付すべき税額の減額更正があった後に修正申告書の提出また

は増額更正があった時は，これによる額が当初決定した税額に達するまでの部分につい

て，延滞金の計算において一定の期間を控除することとするものであります。 

 次に，外国との相互主義に基づき，当該外国との間の二重課税を排除するため，特例適

用利子等または特例適用配当等の額に係る個人の市民税に係る課税の特例措置を講じるこ

ととするものであります。 

 また，これに合わせて，たばこ税に係る読みかえ規定を整備するほか，所要の規定の整

備を行うものであります。 

 次に，議案書の４７ページ，補足説明書の１５ページをお開きください。 

 議案第６０号竹原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について御説明申し上

げます。 

 本案は，所得税法等の一部が改正されたことに伴い，特例適用利子等及び特例適用配当

等に係る国民健康保険税の課税の特例を定めるものであります。 

 改正の内容につきましては，市民税で分離課税される特例適用利子等及び特例適用配当

等の額を，国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含める措

置を講じるものであります。 

 次に，補正予算書の１ページ，議案参考資料の６８ページをお開きください。 

 議案第６２号平成２８年度竹原市一般会計補正予算（第３号）について，その概要を御

説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては，人事異動及び給与改定等に伴う人件費の過不足をほぼ

全款にわたり調整するほか，平成２８年１０月１１日に成立した国の第２次補正予算によ

り措置された財源を活用した事業及びその他事業の決算見込みに基づく不足を計上するも

のであります。 

 まず，歳出でありますが，議会費においては人件費１５１万８，０００円を減額計上し

ております。 

 総務費においては，人件費の減１，６５１万２，０００円，ふるさと納税に要する経費

として，ふるさと納税返礼品の購入費８００万円，合わせて８５１万２，０００円を減額

計上しております。 

 民生費においては，人件費の減６０２万５，０００円，臨時福祉給付金に要する経費と

してシステム開発委託料や臨時福祉給付金など１億９６７万２，０００円，介護保険事業
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に要する経費として介護保険特別会計繰出金の減１９３万６，０００円，黒滝ホーム運営

事業に要する経費として黒滝ホーム措置委託料など４３８万８，０００円，放課後児童ク

ラブに要する経費として指導員賃金など９０２万９，０００円，母子父子家庭援護に要す

る経費として母子高等技能訓練促進事業給付費１２１万４，０００円，合わせて１億１，

６３４万２，０００円を追加計上しております。 

 衛生費においては，人件費５０８万５，０００円を減額計上しております。 

 農林水産業費においては，人件費の減１，８９１万９，０００円，一般事務に要する経

費として農地基本台帳システム整備委託料２３４万９，０００円，合わせて１，６５７万

円を減額計上しております。 

 商工費においては，人件費１８９万８，０００円を追加計上しております。 

 土木費においては，人件費の減１，２２６万６，０００円，公共下水道事業に要する経

費として公共下水道事業繰出金の減３２４万６，０００円，住宅管理に要する経費として

市営住宅施設整備工事費１，９４０万５，０００円，合わせて３８９万３，０００円を追

加計上しております。 

 教育費においては，人件費の減５４１万１，０００円，文化財保存事業に要する経費と

して修理・修景のための町並み保存助成金６２４万円，合わせて８２万９，０００円を追

加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として分担金及び負担金２３１万

９，０００円，国庫支出金１億２，４５４万６，０００円，市債１，０６０万円を追加計

上し，県支出金８７２万３，０００円を減額計上するとともに，一般財源として財政調整

基金繰入金３，７４６万５，０００円を減額計上し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ９，１２７万７，０００円を追加し，予算総額は歳入歳

出それぞれ１３３億２，８７８万２，０００円となるものであります。 

 次に，繰越明許費について御説明申し上げます。 

 追加分と致しましては，臨時福祉給付金給付事業及び住宅施設整備事業については国の

第２次補正予算により措置された財源を活用するものであり，年度内に完了することが困

難なため繰り越すものであります。河川維持補修事業については，入札の不調により年度

内に完了することが困難なため繰り越すものであります。 

 次に，変更分と致しましては，９月補正予算において公共土木施設災害復旧事業の単独

分について実施工期が不足するため３，３９０万円を繰り越しすることとしておりました
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が，補助事業の一部について入札の不調により年度内に完了することが困難になったこと

から繰越額を追加するものであります。 

 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。 

 黒滝ホームの指定管理者の指定に関しましては，当該施設の夜勤における勤務体制の変

更があったことから指定管理料を追加するため，その管理期間及び管理料の限度額を定め

るものであります。県道及び本川排水機場の維持管理を業務委託することに関しまして

は，その業務期間及び限度額を定めるものであります。 

 次に，補正予算書の６５ページ，議案参考資料の７１ページをお開きください。 

 議案第６３号平成２８年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て，その概要を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては，人事異動及び給与改定等に伴う人件費の過不足を調整

するほか，平成２８年１０月１１日に成立した国の第２次補正予算により措置された財源

を活用した事業費を計上するものであります。 

 まず，歳出でありますが，公共下水道費においては，人事管理に要する経費として人件

費の減３２４万６，０００円，公共下水道事業に要する経費として面整備等の工事費６，

０００万円，合わせて５，６７５万４，０００円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として国庫支出金３，０００万

円，市債３，０００万円を追加計上するとともに，一般財源として一般会計繰入金３２４

万６，０００円を減額計上し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ５，６７５万４，０００円を追加し，予算総額は歳入歳

出それぞれ７億３，４７５万４，０００円となるものであります。 

 次に，繰越明許費について御説明申し上げます。 

 公共下水道汚水面整備事業について，国の第２次補正予算により措置された財源を活用

するものであり，年度内に完了することが困難なため繰り越すものであります。 

 次に，補正予算書の８３ページ，議案参考資料の７２ページをお開きください。 

 議案第６４号平成２８年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第２号）について，その

概要を御説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，人事異動及び給与改定等に伴い，人件費について調整した結

果１９３万６，０００円を減額計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，一般会計からの繰入金について同額を減額計上し，収
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支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ１９３万６，０００円を減額し，予算総額は歳入歳出そ

れぞれ３３億２，５１７万３，０００円となるものであります。 

 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。 

 竹原市高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画の策定を業務委託することに関し，

その業務期間及び限度額を定めるものであります。 

 次に，水道事業会計補正予算書の１ページ，議案参考資料の７３ページをお開きくださ

い。 

 議案第６５号平成２８年度竹原市水道事業会計補正予算（第１号）について，その概要

を御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては，水道料金の改定に伴う収入，水道事業職員の人事異動及び

給与改定に伴う費用等について収益的収入及び支出予定額の調整を行うものであります。 

 まず，収益的収入予定額については，水道料金改定に伴う水道使用料１億３７５万円の

増，人事異動等の調整による併任職員負担金３４３万７，０００円の減，合わせて１億３

１万３，０００円を計上しております。 

 次に，収益的支出予定額については，人事異動及び給与改定の調整による給料１６１万

４，０００円の減，手当等６９万２，０００円の増，法定福利費７２万８，０００円の

減，水道使用料の増等による消費税及び地方消費税１，０１３万８，０００円の増，合わ

せて８４８万８，０００円を計上しております。 

 これらにより，収益的収入予定額９億２，９３９万７，０００円に対し，支出予定額８

億８５３万７，０００円となり，差し引き当年度税込み純利益は１億２，０８６万円とな

る予定であります。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（道法知江君） 農業委員会事務局長。 

農業委員会事務局長（桶本哲也君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第５４

号及び議案第５５号につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の１５ページ，補足説明書の９ページをお開きください。 

 議案第５４号竹原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

案について御説明申し上げます。 

 本案は，農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことに伴い，農業委員会の委員

の選出方法が変更されるとともに農地利用最適化推進委員が新設されたことから，農業委
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員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数など必要な規定の整備をするものでありま

す。 

 条例の内容につきましては，農業委員の定数を５人，農地利用最適化推進委員の定数を

１４人とし，竹原市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例を廃止するととも

に，農地利用最適化推進委員の報酬月額２万６，６００円とするものであります。 

 次に，議案書の１９ページ，補足説明書の１０ページをお開きください。 

 議案第５５号地方自治法第２０７条等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例案

について御説明申し上げます。 

 本案は，農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことに伴い，条例中における引

用条項の整理を行うものであります。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（道法知江君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（広近隆幸君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第

６１号につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の５１ページ，補足説明書の１６ページをお開きください。 

 議案第６１号竹原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い，国政選挙における選挙運動

に関する公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことなどを踏まえ，竹原市議会

議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額を改定するものであります。 

 公職選挙法施行令に規定する国政選挙における選挙運動に関する公営単価は，人件費や

物価の変動などを考慮する考え方により，３年に１度の参議院議員通常選挙時に基準額が

見直されており，その限度額が引き上げられたところであります。 

 こうした中で，竹原市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額の

改定について検討し，近隣自治体の状況も考慮した結果，改定を行うこととするものであ

ります。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（道法知江君） ただいま議題となっております１３件につきまして，これより一括

質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 一括質疑はありませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 以上で一括質疑を終結致します。 

 ただいま議題となっております議案第５３号広島県市町総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更についてから議案第６５号平成

２８年度竹原市水道事業会計補正予算（第１号）までの１３件につきましては，お手元に

配付しております議案付託表のとおり，それぞれ所管の常任委員会に付託致します。 

 以上で本日の日程は終了致します。 

 会期予定表のとおり，１２月８日と９日は１０時から常任委員会の審査をお願いし，１

２月１２日は１０時から一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会致します。 

 大変御苦労さまでした。 

              午前１０時４９分 散会 

 

 


